
中古住宅市場の売出段階の情報開示 のあ り方 についての一考察

A study about disclosure real estate information on offering stage in used housing market

○藤澤美恵子*中 西正彦**中 井検裕**

Mieko FUJISAWA, Masahiko NAKANISHI, Norihiro NAKAI

This study wants to discuss for solution asymmetric information in used housing market. Especially we

pay attention to disclosure on offering stage in used housing market. The reason is the gap of information
between seller and buyer, also the gap of information among intermediations on offering stage.

The research aims to compare 1993 with 2002 advertisements of used condominium. The findings of the
research become clear unchanged quantity and quality of information about used condominium for seven years.
It is very important for buyer to know the structure and the maintenance information of condominium, but
seller offers without enough information in used housing market of Japan. To establish the system of
information about structure and maintenance is expected for solution asymmetric information in used
housing market.
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1.は じめに

「不動産市場は情報が極 めて不完全な市場である。」(前

川2003)と い うよ うに不動産市場は情報の非対称が存

在する。情報の非対称性 とは、情報の格差がある状態の

ことで、そこには 「情報優位者」 と 「情報劣位者」が存

在する。その情報には藪下(2002)が い うように 「市場で

取引される商品についての情報には商品に関するものと

価格に関するもの」があ り、「商品特性情報」と 「価格情

報」の2種 類に分類す ることができる。

特に、「情報優位者」である売主も消費者(個 人)と い う

立場である中古住宅市場においては、売主も消費者 とし

て保護 されるべきとの考えもある。その結果、 どの様に

「商品特性情報」を開示 してい くかの議論が明確 になさ

れていない。我が国の住宅政策は既に新築重視か ら 「ス

トック重視」へ とシフ トしてお り、中古住宅市場に対 し

て 「住宅市場整備行動計画(ア クションプログラム)」 が

発表 されて、中古住宅市場の拡充が目標 として掲げられ

ている。すなわち、a.民 間による標準的な中古住宅の検

査、性能評価 ・表示システム、b.民 間によるマンション

の維持管理履歴情報の登録制度の導入、c.中 古住宅の

質 ・管理状況を考慮 した価格査定システムの導入、d.民

間によるインターネッ ト上での中古住宅の成約価格情報

の蓄積 とその提供、である。これ らは、この数年間に随

時実行に移 されてお り、 「価格情報」に関 しては2007年

4.月 よ り情報加工 した形式でネ ッ ト公開することを国土

交通省が発表iしている。一方、「商品特性情報」に関し

てはその情報格差が問題になってはいるが、現在のとこ

ろ根本的な解決策が提示 されていない状態にある。

本報告は、複合財 である住宅の 「商品特性情報」に注

目して、広告の開示段階(売 出段階)を 対象に、既存マ

ンションの売出広告を例にあげ、「商品特性情報」開示に

関するあるべ き姿の考察、特に売出段階(中 古住宅市場

へ売 り出す際)の 情報量並びに情報の質に関して、具体

的には 「建物質情報」 と 「維持管理情報」に関して考察

する。 さらに現状の情報開示を通 して、具体的提言や今

後の制度設計に対する問題提起をおこな うことを目的と

している。

情報 の非対称性の弊害 として 「検索費用」(検 索費用

=機 会費用+実 費)の 増加が、清水 ら(2002)に より指摘

されている。売出段階における情報開示の規範的姿を考

図1: 住宅購 入 の流れii
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察す ることは、「検索費用」の減少に貢献することが期待

できる。すなわち、図1の よ うに住宅を購入す る場合の

流れ を見ると、初期の段階で有益な 「商品特性情報」が

開示 されれば、物件調査や見学が効率的に行われ るはず

である。

2.先 行研究

消費者が住宅購入にあた りどの様に情報を収集するか

等の消費者行動に関す る研究は多数ある。また、中古住

宅市場において 「商品特性情報」をどう表示 していくか

の先行研究 として、浅見(2004)が 不動産の情報の内容に

表1: 住宅性能指標

ついて整理 している。まず、「重要事項説明書」に含まれ

る事項、次に鑑定評価の際に考慮 される「価格形成要因」、

「宅地関連情報」がそれである。また 「重要事項説明や住

宅の性能表示制度などの充実により、次第に物件情報の

明確化は進んでいる。」としている。しかし一方で山崎 ら

(2004)は 建築登録制度の導入 を提唱する。 これは、設計

性能評価書付きマンシ ョンでも耐震強度偽装はおこなわ

れていた事実iiiから判断すれば妥当な提案 と思われる。

必ず しも、性能表示制度が「商品特性情報」の全てを表現

しているわけではなく、中古住宅市場に至っては維持管

理 とい う商品特性に影響を与える情報も存在 してお り包

括的な中古住宅の「商品特性情報」のあるべき姿を議論す

る必要がある。同様の趣 旨で既 に稼動 している既存住宅

性能表示制度ivの利用率が低い点などを考え合わせ ると、

単に建築登録制度を導入す ることが全ての解決策になる

とは考えにくく、制度設計に関 しての工夫が必要 と思わ

れる。いずれ にしても何が建築登録の情報項 目になるの

かの議論は不可欠である。

住宅の環境 に関しては、住宅建設五箇年計画でも 「住

環境指標 とは住戸外の環境を指 し、居住指標 とは住戸内

部の環境 を指す」と規定されているよ うに、「住環境」と

「居住環境」の2種 類に分類す ることができる。伊藤

(2004)が 示す ように 「住環境」に関するWeb情 報は徐々

に整備 されつつあり、新たな段階 「不動産情報 として利

用できるウエブサイ トのリンク集の作成、各サイ トか ら

の地図電子データ入力による重ねあわせ情報の提供など、

情報蓄積 と開示に新たな仕組みの発案や試みが待たれ

る」状況にある。

これに対 して、情報収集 の段階(売 出段階)に おける建

物や 「居住環境」に関する情報はその個別性ゆえに整備

されてお らず、東京都が実施 している 「優良マンション

図2: 住宅性能指標 と住宅性能評価制度
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登録システム」vに関 してもわずかの登録物件 しかないの

が現状である。

3.規 範的な情報開示の考察

ここでは具体的に、既存マンシ ョンを対象に売出段階

に開示 されるべきであろ う 「建物質情報」 と 「維持管理

情報」に関して考察す る。

まず 「建物質情報」であるが、(財)目 本住宅総合セン

ターの 「新たな居住指標等検討調査」(2002)に おいて、

住宅性能(人 間、または社会の要求を満たすための

住宅の働きをあらわし、働きの程度は、定量的、定

性的に表せ ることを原則 とする)の 項 目を精査 して

いる。具体的には、表1の ように 「温熱空気環境」

「音環境」「光視環境」「日常安全」 「構造安全」「災

害被害安全」「防災安全」「維持存続」「機能性 ・利便

性」「周辺 ・環境への配慮」「共同住宅の共用部の性

能」の11分 類にわた り各項 目がある。これを、図2

のように各項 目を分類 しまとめると 「住宅性能表示

制度」の項 目とほぼ重なることが分かった。 よって

評価基準が明確で、かつ性能を分か りやすく段階表

示 した 「住宅性能評価書」が開示 され ることは買主

にも分かりやすい開示 となるばか りでなく、売主に

も売出価格決定時の参考になると思われる。

また、表2は 仲介業者が売主から売却の依頼を受

けた際、提出す る査定価格を算出す るための査定価

格項 目である。 これは、「宅建業法」第34条 の2第

2項 による仲介業者に査定価格の根拠説明を義務付

けた1980年 の法改正に伴 う措置で(財)不 動産流通

近代化センターが客観的基準にもとずき売却可能金

額 を算出できるよ う作成 した『価格査定マニュアル』

の項目である。価格情報 と直接結びつ く情報である

ばか りでなく、「建物質情報」や 「居住環境」に関連 した

項 目も多数含んでお り、これ らもやはり開示すべきであ

ると考える。

次に 「維持管理情報」であるが、マンシ ョンは築後お

およそ10年 ごとに大規模修繕が必要になるので、表3

のように築年数に分けた情報開示のあ り方 を一考す るこ

とは意義があると思われ る。寺井(2000)が 指摘するよう

にマンション建て替 えまでに至 らない高齢のマンション

表2: 査定価格項 目

表3: 築年数による情報開示例

○:必 須開示項 目、△:開 示努力項 目
表4: マンシ ョンの維持管理項 目
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数 は今後増大す ることは既に周知であ

り、本来建物の寿命が長いマンシ ョン

にあって、どう維持管理 していくかは、

継続可能な都市形成にも関わる問題で

ある。維持管理状況を市場に公開する

ことによる効果は、買主に分か りやす

い情報を提供するばか りでなく、売主

に維持管理に関す るインセンティブを

与える副次的効果 も期待できる。

さらに、具体的な維持管理開示項 目

の基準であるが、現状統一基準はなく、

多方面か ら維持管理指標が提示 されて

いるが、フラット35に 移行する以前に

住宅金融公庫が維持管理評価基準を表

3の ように提示 している。この基準は

東京都の 「優良マ ンシ ョン登録制度」

においても採用されていることから、

維持管理開示項 目として妥当な基準で

あると考える。

以上 より、 「建物質情報」・「維持管

理情報」として必要な開示項 目は、「住宅性能評価書」の

項 目と査定価格項 目、住宅金融公庫の維持管理の項 目で

あると考える。 さらに、規範的情報開示における表示の

工夫 として築年数を考慮 した開示項 目の決定が必要であ

ると考える。

4.現 状の開示項 目と問題点

ここでは、既存マンションの売出広告 を基に、現状の

開示項 目と規範的姿 と比較 してその乖離と、それによる

問題点の整理 をおこな う。

まず現状の開示項 目を調査するために、実際売買に使

用された東京都練馬区地域の広告チラシ1993年(23件)

と2002年(34件)に 記載 されている項 目に関 して調査 し

比較 した。広告チラシ等の情報開示に関 しては、(社)不

動産公正取引機構の定める必須開示項 目の指定があり、

表5は 、広告に必ず表示 さなければならない項 目(共 同

住宅の場合)で ある。広告必須項 目の開示義務はあるが、

それ以外の情報は自由に記載できるため、「リフォーム済

み」「日当た り良好」等の販売に有利 に働 く用語の記載が

目立つ。反面、ネガティブな情報は、当然であるが記載

されていないことも分かる。

注 目すべきは、 これ らの広告が 「建物質情報」や 「維

持管理情報」をほとんど伝えていない点であ り、命に関

表5: 不動産公正取引機構が定める開示項 目

出 典:「 不 動 産 広 告 ハ ンドブック-改 訂 版-」 別 表10売 共 同 住 宅 より

図3: 1993年 の広告 チ ラシ

管理費等の内訳表示

図4: 2002年 の広告 チ ラシ
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わるはずの安全性 に関す る項 目や特定化学物質に関する

項 目が、全 くない点である。例えば、「建築基準法」改正

により1981年 を境に旧耐震設計 と新耐震設計とに分か

れるが、これは確認申請時により判断す るもので、築年

月を見ただけでは専門家でも判断できない。新耐震設計

なのか旧耐震設計なのか、また耐震診断をおこなってい

るかの有無、耐震工事 をおこなっているかの有無も開示

す る義務がないが、安全に関わる問題であるだけに早い

段階で開示 されるべきであると考える。

また1997年 と2003年 の広告(図3と 図4)を 比較 し

て、ほぼ記述が変化 していないことが分かる。 この間、

第八期住宅五箇年計画 に 「ス トック重視」が掲げられ、

中古住宅の質に関する情報の整備が強調 されたが、実際

の売買広告チラシには反映されていない。唯一この間変

化 した項 目は、管理費 と修繕積立金を分離 して表示する

よ うになった点である。これは、2000年 に施行 された 「マ

ンシ ョン管理適正化法」により指示 されたことであり、

広告による情報項 目の変化は遅 く硬直的であるといえる。

表6は 、売主 と媒介契約 をおこなった仲介業者が(社)

不動産流通機構(レ インズ)に 登録 しなければならない

項 目である。表現は異 なるが、広告必須項 目(表5)と

同様の内容の項 目が数項 目あることが分かる。

まず、査定価格項 目(表2)と 表5を 比較すると、取

り扱 う項 目に乖離があることが分かる。査定価格項 目の

うち、広告必須項 目は 「築年」「徒歩(分)」 「バス(分)」

「土地の権利」「所在階」 「専有面積」「バルコニー面積」

「駐車場の空状況」「修繕積立金」「管理員勤務形態」の

10項 目で、約1/5で ある。仲介業者が提出する査定価格

は市場で売却できるはずの価格であり、「宅建業法」では

その根拠を売主に説明することを義務付けているが、こ

の項 目を利用 して買主に価格の妥当性を説明する義務は

ない。買主に誤解 を与えない為にも、価格に影響す る項

目は開示 されるべきである。買主にとっては、これ らの

広告項 目が売出段階における全ての情報であることか ら、

規範的な開示ルール設定が必要であろう。

次に、査定価格項 目と表6を 比較すると、「立地条件

(周辺環境 ・買物利便性・公共施設利便性)」 「建物(外 壁

の状況・エン トランス・耐震性 ・バ リアフ リー)」 「防災設

備」「専用部分(室 内仕上げ ・給湯設備・収納 ・LDの 大

きさ・冷暖房対応・眺望/景 観」「維持管理(長 期修繕計画/

実施状況・履歴/図 面の保有)」 といった、主に建物の質や

住環境 ・維持管理に係わる項 目が登録対象外であること

表6: レインズに登録 される項 目

図5: 売出段階の関係図

表7: 問い合わせ に対応できる情報量

○:買主の問い合わせ・質問に対応できる

△:最新情報ではないがある程度問い合わせに対応できる

が分かる。 さらに、ここでは仲介の制度に起因す る開示

され る情報量の差が見られ、情報の伝達においても格差

が生 じている。現行の中古住宅市場においては、物件を

市場に売 り出すにあた り図5の ように、売主か ら媒介契

約を受けた仲介業者Aは レインズに物件登録を前提とし

ている。売主 と直接媒介契約 を結んだ仲介業者Aは 、当

然 レインズの項 目以上の情報を持っている。過去に同マ

ンション物件を扱った仲介業者Bは 物件に関する多少の

情報を持っているが、扱いのない仲介業者Cは レインズ

の情報以上の情報は持っていない状態である。 これ らの

情報量を一覧にしたのが表7で ある。 当初買主がどの仲

介業者に問い合わせするかにより、与えられ る情報量に

差があることになる。 さらに、買主が問い合わせ しなけ
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れば、買主に対して レインズの項 目以上の情報を与える

義務 は法的には何 ら存在ない。無論、仲介業者は、買主

か らの質問に対応 しなければならないことは義務付けら

れているが、質問されないことを積極的に開示 しなくて

も重要事項説明書の中に記 しておけば責められ ることは

ない。買主に対 し具体的な交渉時における情報開示に関

す る指標がなく、売出段階で使用 された広告チラシ等で

情報伝達がなされ ることが多 く、「商品特性情報」を仲介

業者が買主のため、あえて調査す ることはなされていな

いのが現状である。 この様な状況下では、買主の 自助努

力による情報収集が必要 となるが、必要な項 目が広告必

須項 目として開示義務化 されていないのであれば、酷な

自己責任 と言 える。

管理組合 の状況や大規模修繕 の実施 内容等に関 して

ても、 レインズ登録項 目ではない。 よって、大規模修繕

に関する実施状況や管理組合での積立金が潤沢なのか否

かの情報も開示 されていない。この状態では、購入後の

資金計画が狂 う可能 性があることは歪 めない。 これに対

して、維持管理情報 を登録 し開示す る 「マンシ ョンみ ら

いネ ット」viが稼動 したが、 この制度の登録数 も比較購

買す るには十分 とは言えない。仮に 「既存性能表示制」

が真 に稼動すれば、「建物質情報」や 「維持管理情報」の

格差 をこの時点で埋めることがある程度期待できる。比

較購買 したい買主にとって、有益な情報 を得るばか りか、

問い合わせや確認に要す る 「検索費用」の減少にもなる

と期待 されるところであるが、やは り任意制度ゆえ比較

す るまでの十分な登録数が無い。

現行の広告や レインズ登録の項 目を概観すると、あく

までも統一な開示項 目であり、マンシ ョンの築年 を考慮

した情報開示がない点も問題である。前節で見たように、

築年 により必要な情報 も異なるはずであるが、現状の広

告必須項 目はこれに関 しても具体的な開示義務がない。

5.ま とめ

中古住宅市場 において買主は、 「現況有姿」 と言 う条

件下で買主の判断で質問 し確認することになる。よって、

売出段階の広告項 目は大きな意味を持つ。本報告では「建

物質情報」 と 「維持管理情報」を中心に開示 され るべき

「商品特性情報」項 目について整理 した。その上で、中

古住宅市場の売出段階の実態を調査 した。その結果、広

告における情報開示項 目が現状ある査定価格項 目や維持

管理項 目の一部でしかない点を把握 した。逆を言 えば、

現状ある査定価格項 目や維持管理項 目を「商品特性情報」

として開示す るだ けで も、多 くの情報 が開示 され るこ と

も分 かった。

どんな商品 であって も、広告や情報 開示 には消費者 に

誤解 を与えない分 か りや す さが求 め られ てい る。広告紙

面 には限界が あるが、必要 な情報 を掲示す る余地はまだ

十分 にあ り、複合財 で質が分か りに くい住 宅で あって も

性能評価 書の項 目等 を利 用すれ ば同一 の尺度や 評価 で開

示 でき る。広告等 で開示す る ことに よ り、「価格情報」と

の連動や 消費者 の住 宅評 価 に対す る意識 の改革 に貢献で

きる と考 え る。 また、住 宅の築年数 によ り判 断に必 要な

情報 量は変化す る点 も指摘 した 、画一 的な情 報での必須

項 目でな く築年 に対応 した必須項 目の導入 も提案 したい。

「建 物登録制度 」につ いて も、「優 良マ ンシ ョン登録制

度」や 「既存性 能表示制度 」・「マ ンシ ョンみ らいネ ッ ト」

に関 して も、売 出段 階で広告項 目と平行 して閲覧でき る

な らば効果 を発 す ると思われ る。今後 、制度 の普及 に向

けての工夫や議 論 を期待 したい。 また、現行 の登記 簿謄

本 に関 して も違 法建築 を問わず一律 同等 に登記 してい る

が 、 この中に建 物情報(建 蔽率違法や既存不適格 な ど)

を盛 り込 めば、 あえて建 物登録 制度 を設計 しな くて も即

座 に全 国規模 で実行 に移 せ る。 この様 に費用 をかけず現

行 制度 をわず か に変更す るだ けで も、 中古住 宅市場 にお

ける情報 の非 対称性 を改 善す る方法 はある と思われ る。

本 報告 を一提案 とし議論 が深ま るこ とを期待 したい。
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